
- -1

平成１５年９月１０日

法 制 審 議 会 総 会 決 定

株券不発行制度の導入に関する要綱

第１ 商法の改正関係

１ 株券の不発行の定め等

(1) 株券の不発行の定め

会社は，定款で，株券を発行しない旨の定めをすることができるものと

する。

(2) 株券廃止会社への移行手続

ア 株券を発行しない旨の定めをする定款の変更の決議をした場合におい

ては，会社は，株券を発行しない旨の定款の定めをした旨及び一定の日

において株券は無効となる旨をその一定の日の２週間以上前に公告し，

かつ，株主及び株主名簿に記載（記録を含む。以下同じ ）のある質権者。

（以下「登録質権者」という ）に各別に通知しなければならないものと。

する。

イ 株券を発行しない旨の定款の定めの設定は，アの一定の日において効

力を生ずるものとする。

ウ すべての株式について株券不所持の申出（商法第２２６条ノ２第１

項）又は３(1)により株券が発行されていない会社（以下「準株券廃止会

社」という ）は，新株引受権者及び新株予約権者に対してもアの通知を。

行った場合には，アの公告をすることを要しないものとする。

エ 会社が株券を発行しない旨の定めをする定款の変更の決議をした場合

。 ，には，株主名簿に記載のない質権者（以下「略式質権者」という ）は

アの一定の日までの間，会社に株券を呈示した上で，自己の氏名及び住

所を株主名簿に記載することを請求することができるものとする。

オ エにより株主名簿に記載された質権者（以下「特例登録質権者」とい

う ）は，会社より利益若しくは利息の配当，残余財産の分配及び商法第。

２０８条の金銭の支払いを受けることはできないものとする。
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２ 株式の譲渡方法及び名義書換

(1) 株券を発行しない旨の定款の定めをした会社（以下「株券廃止会社」と

いう ）の株式を譲渡する場合には，株券を交付することを要しないものと。

する。

(2) 株券廃止会社（第２の１(2)の株式振替制度利用会社を除く。以下２にお

いて同じ ）の株式の移転は，取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載しな。

ければ，会社のほか，その他の第三者にも対抗することができないものと

する。

(3) 株券廃止会社の株式についての株主名簿の名義書換は，次のいずれかの

場合でなければ，することができないものとする。

ア 株主名簿に株主として記載された者（以下「名義株主」という ）又は。

その一般承継人と株式の取得者が共同して請求した場合

イ 名義株主又はその一般承継人に対して株式の取得者への名義書換の請

求をすべきことを命ずる確定判決を添付して当該取得者が請求した場合

その他の株式の取得者の請求による名義書換をしても利害関係人の利益

を害するおそれがないものとして命令で定める場合

ウ 会社が株式交換により完全子会社となった場合その他の請求によらな

い名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがないものとして

命令で定める場合

(注) 有限会社にも，(3)と同様の規定を設けるものとする。

(4) 株券廃止会社の株主は，会社に対し，当該株主についての株主名簿に記

載された事項を証明した書面の交付を請求することができるものとする。

３ 譲渡制限会社における株券発行時期の特例等

(1) 譲渡制限会社における株券発行時期の特例

株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社

は，商法第２２６条第１項の規定にかかわらず，株主の請求がない限り，

株券を発行することを要しないものとする。

(2) 株券不所持制度における株券の寄託制度の廃止等

ア 株券の寄託制度（商法第２２６条ノ２第２項）を廃止するものとする。

イ 株券が発行されていない時に株券不所持の申出（商法第２２６条ノ２
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第１項）がされた株式について，株主が株券発行請求（同条第４項前

段）をした場合における株券発行費用は，会社の負担とするものとする。

４ 株券の不発行に関する特例等

(1) 各種公告制度の特例

ア 株券の提出の催告のための公告及び通知

a 株券廃止会社及び準株券廃止会社（以下「株券廃止会社等」とい

う ）は，株式併合の際の株券の提出の催告をするための公告及び通知。

（商法第２１５条第１項）をすることを要しないものとする。

b 株券廃止会社等は，株式の併合をしようとするときは，その旨及び

会社の定める一定の日においてその効力が生ずる旨を，その日の２週

間以上前に，公告しなければならないものとする。

c 株券廃止会社等（株式振替制度利用会社を除く ）は，株主，登録質。

権者（特例登録質権者を含む。以下同じ ，新株引受権者及び新株予。）

約権者への通知をもって，b の公告に代えることができるものとする。

d 強制消却の際の公告（商法第２１３条第２項）その他の株券の提出

の催告をするための公告についても，a から c までと同様の規定その

他所要の規定を整備するものとする。

イ 基準日・割当日公告

a 株券廃止会社等（株式振替制度利用会社を除く ）は，株主，登録質。

権者，新株引受権者及び新株予約権者への通知をもって基準日の公告

（商法第２２４条ノ３第４項）に代えることができるものとする。

b その他の割当日を通知するための公告についても，a と同様の規定

その他所要の規定を整備するものとする。

(2) 株主名簿の閉鎖期間の廃止

株主又は質権者として権利を行使する者を定めるための制度（商法第２

２４条ノ３第１項）について，株主名簿の閉鎖の制度を廃止し，基準日制

度に一本化するものとする。

(3) 新株引受人が株主となる時期

新株の発行において，新株引受人が株主となる日（商法第２８０条ノ９

第１項）を 「払込期日ノ翌日」から「払込期日」に改めるものとする。，

(4) その他
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その他株券の不発行制度の導入に伴い，所要の規定を整備するものとす

る。

第２ 株式の振替制度関係

１ 振替制度の利用の定め等

(1) 振替制度の利用の定め

，株券廃止会社が，その発行する株式について振替制度を利用するには

振替機関等を規律する法令において別に定めるところに従うほか，取締役

会の決議又は発起人全員の同意によることを要するものとする。

(2) 権利の帰属

株券廃止会社のうち株式の振替制度を利用する会社（以下「株式振替制

度利用会社」という ）の株式（以下「振替株式」という ）の全部につい。 。

ての権利の帰属は，振替口座簿の記載により定まるものとする。

２ 振替口座簿の記載事項

振替機関又は口座管理機関（以下「振替機関等」という ）が作成する振替。

口座簿中の各口座には，次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 振替機関等が口座を開設した者（以下「加入者」という ）の氏名又は。

名称及び住所

(2) 株式振替制度利用会社の商号及び振替株式の種類（以下「銘柄」とい

う ）。

(3) 銘柄ごとの数（(4)に掲げるものを除く ）。

(4) 加入者が質権者であるときは，その旨並びに質権の目的である振替株式

の銘柄ごとの数，当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名若しく

は名称及び住所

(5) 加入者が信託の受託者であるときは，その旨並びに(3)及び(4)の数のう

ち信託財産であるものの数

(6) (3)から(5)までの数の増加又は減少の記載がされた場合において，増加

又は減少の別，その数及び当該記載がされた日

(7) その他政令で定める事項

(注１) 振替機関等が下位口座管理機関の口座を開設した場合には，当該下位口座管

理機関の口座については，当該下位口座管理機関自身が保有する株式を記載する
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自己口座と，当該下位口座管理機関の加入者が保有する株式の合計数を記載する

顧客口座に区分するものとする。

(注２) 振替機関は，消却義務を履行するために，振替機関自身が保有する株式を記

載する機関口座を開設するものとする。

(注３) 譲渡担保権者が譲渡担保設定者を株主として通知する旨の申出（株券等の保

管及び振替に関する法律第３１条第３項括弧書，第４項括弧書参照）をした場合の

取扱いについては，８及び９で定めるものとする。

３ 新規記載手続等

(1) 会社が設立の時から株券廃止会社となり，かつ，株式振替制度利用会社

となる場合には，発起人は商法第１６９条の書面に，株式申込人は株式申

込証に，株式の振替を行うための口座を記載しなければならないものとす

る。

注) 株式振替制度利用会社が新株発行をする場合にも，株式申込人は，株式申込(

証（商法第２８０条ノ１４第１項において準用する同法第１７５条第１項）に

株式の振替を行うための口座を記載しなければならないものとする。

(2) 株券廃止会社が，設立の後に，振替制度を利用することを定めたときは，

株式の譲渡に振替制度を利用する旨及び一定の日までに株式の振替を行う

ための口座その他所要の事項を会社に通知すべき旨を，その一定の日の１

か月以上前に，名義株主及び登録質権者に各別に通知しなければならない

ものとする。

(3) 発起人又は株券廃止会社が振替制度を利用することを定めたときは，株

券廃止会社は，設立後又は(2)の一定の日後，遅滞なく，振替機関に対し，

振替制度の利用を開始する日（以下「振替開始日」という ）及び株式の。

種類ごとに，当該株式を有する名義株主若しくは当該振替株式についての

登録質権者である加入者の氏名若しくは名称，当該加入者の口座，当該加

入者ごとの２の(3)から(5)までの事項その他命令で定める事項の通知をし

なければならないものとする。

(4) (3)の通知があった場合には，当該通知を受けた振替機関は，直ちに，

通知を受けた事項のうち所要の事項を，振替口座簿に記載し，かつ，直近

下位機関に通知しなければならないものとする。

(5) 株式振替制度利用会社は，口座等を通知しなかった名義株主又は登録質
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権者があるときは，振替機関等に対し，これらの者を名義人とする口座

（以下「特別口座」という ）の開設の申出をしなければならないものと。

する。この場合においては，当該特別口座をこれらの者の口座として(3)

の通知をするものとする。

(6) 株式振替制度利用会社は，特別口座に記載された株式を振替開始日まで

に取得したが，株主名簿の名義書換をしなかった者（以下「失念株主」と

いう ）若しくはその日までに当該株式について質権の設定を受けた略式。

質権者が，名義株主若しくはその一般承継人と共同して請求した場合，又

は確定判決若しくはこれに準ずる書類として命令で定めるものを添付して

請求した場合その他命令で定める場合には，特別口座を管理する口座管理

機関に対し，当該失念株主又は略式質権者を名義人とする特別口座を開設

し，かつ，当該株式について当該特別口座への振替をすることの申請をす

ることができるものとする。

(7) (6)の場合を除いて，特別口座に記載された振替株式については，当該

特別口座の名義人，その一般承継人又は当該振替株式を発行した株式振替

制度利用会社以外の者の口座への振替の申請をすることができないものと

する。

(8) 株式振替制度利用会社は，振替制度の利用を止めることができないもの

とする。

４ 振替株式の譲渡等

振替株式の譲渡，質入れ，信託の対抗要件，権利の推定及び善意取得につ

いては，社債等の振替に関する法律（以下「社振法」という ）第７３条から。

第７７条までと同様の規定を設けるものとする。

５ 振替機関等の消却義務

振替株式の善意取得によりすべての株主の有する振替株式の総数が当該銘

柄の振替株式の発行数を超えることとなる場合において，(1)の数が(2)のア

又はイの数を超えるときは，振替機関等は，当該超過数に達するまで，当該

銘柄の振替株式を取得した上，株式振替制度利用会社に対し，当該振替株式

を消却する旨の意思表示をしなければならないものとする。

(1) 当該振替機関等の備える振替口座簿におけるその加入者の口座に記載さ
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れた当該銘柄の振替株式の合計数

(2)ア 当該振替機関等が振替機関である場合 当該銘柄の振替株式の発行数

イ 当該振替機関等が口座管理機関である場合 当該口座管理機関の口座

が開設されている振替機関等（以下「直近上位機関」という ）の備え。

る振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載された

当該銘柄の振替株式の数

(注１) 社振法第７８条第２項に相当する規定をも設けるものとする。

(注２) 振替機関等の消却義務について５の考え方を採る前提として，現在の社振法

と同様に，加入者保護信託を整備する必要がある。

６ 振替機関等の消却義務の不履行の場合における取扱い

(1) 消却義務を負う振替機関等が当該義務の全部を履行するまでの間は，当

該振替機関等又はその下位機関の加入者は，当該加入者の口座に記載され

た当該銘柄の振替株式のうちアの数がイの数に占める割合を５の超過数

（消却義務の一部が履行されたときは，当該履行に係る数を控除した数）

に乗じた数に関する部分については，株式振替制度利用会社に対して対抗

することができないものとする。

ア 当該加入者の有する当該銘柄の振替株式の数

イ 当該振替機関等又はその下位機関の加入者の有する当該銘柄の振替株

式の総数

注) 当該振替機関等の下位機関も消却義務を負うときは，ア及びイの数に所要の(

調整を行うものとする。

(2) 商法第２２４条ノ３第１項に定める権利の行使の関係においては，８

(1)アの通知の後２週間以内に，振替機関等が消却義務の全部を履行し，

かつ，当該消却義務の履行に係る株式について同項の規定により当該権利

を行使すべきものとされた株主が株式振替制度利用会社に対して当該権利

の全部を放棄した場合（当該株主が商法第２４１条第２項等の規定により

当該権利の全部を行使することができない場合を含む ）には，(1)は適用。

しないものとする。

(3) 振替機関等が消却義務の全部を履行した場合には，単独株主権・少数株

主権の継続保有要件等の関係においては，(1)は適用しないものとする。

(4) 消却義務を負う振替機関等は，自己又はその下位機関の加入者に対して，
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当該義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負うものとする。

７ 消却義務の不履行の場合等における商法の特例

(1) 加入者が株式振替制度利用会社に対抗することができる株式数について，

６により一株に満たない端数が生じたとき又は一単元の株式の数に満たな

い株式が生じたときは，商法第２４１条第１項の規定にかかわらず，当該

端数又は当該株式については，当該端数又は当該株式の数を一単元の株式

数で除した数（その数に１００分の１に満たない数があるときは，これを

切り捨てた数）の議決権を有するものとする。

(2) 株式振替制度利用会社は，商法第２１１条の規定にかかわらず，その有

する自己の振替株式を，消却義務を負う振替機関等に対し，公正な価額で

譲渡することができるものとする。

８ 株主名簿の名義書換手続に関する商法の特例

(1) 振替機関は，次のアからエまでに掲げる場合のいずれかに該当するとき

は，株式振替制度利用会社に対し，当該アからエまでに定める日における

振替口座簿に記載された株主について，その株主の氏名又は名称及び住所

並びに当該株主の有する株式の種類及びその数その他命令で定める事項を

速やかに通知しなければならないものとする。

ア 株式振替制度利用会社が商法第２２４条ノ３第１項の規定により基準

日を定めた場合 その基準日

イ 営業年度を１年とする株式振替制度利用会社について，営業年度ごと

に，当該営業年度の開始の日から起算して６か月を経過した場合（当該

株式振替制度利用会社が商法第２９３条ノ５第１項の規定により定款を

もって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては，営業年度ご

とに，その日が到来した場合（アに該当するときを除く ） 当該営。）。

業年度の開始の日から起算して６か月を経過する日（当該株式振替制度

利用会社が同項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定め

ている場合にあっては，営業年度ごとのその日）

ウ 会社が株式併合，株式分割等についてその効力の発生日等を公告又は

通知した場合 その公告又は通知がされた日

エ その他所要の場合 所要の日
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(2) 命令で定める場合において，(1)の株主から，その直近上位機関に対し，

他の者を株主として(1)の通知をする旨の申出があった株式については，

(1)にかかわらず，当該他の者を株主として，(1)の通知を行うものとする。

(3) 口座管理機関は，その直近上位機関から，当該口座管理機関の顧客口座

に記載された株式につき，(1)の通知又は当該直近上位機関の報告のため

に必要な事項の報告を求められたときは，速やかに，自己又は下位機関の

加入者について，当該事項を報告しなければならないものとする。

(4) 振替機関等が消却義務を履行していない場合には，振替機関等は，消却

義務を履行していない振替機関等又はその下位機関の加入者の口座につい

ては，(1)柱書に掲げる事項のほか，６により株式振替制度利用会社に対

抗することができないものとされた部分の株式の数をも通知又は報告しな

ければならないものとする。

(5) 株式振替制度利用会社は，正当な理由がある場合には，振替機関に対し

て，費用を支払って，(1)の通知をすることを請求することができるもの

とする。

，(6) 振替機関は，振替口座簿に記載された質権者からの申出があるときは

(1)又は(5)の通知において，当該質権者の氏名若しくは名称及び住所，質

権の目的である振替株式の種類及びその種類ごとの数並びに当該振替株式

の株主の氏名若しくは名称及び住所その他命令で定める事項をも通知しな

ければならないものとする。

(7) (6)による通知がされた質権者は，商法第２０９条第１項の質権者と同

様の地位を有するものとする。

(8) 株式振替制度利用会社は，(1),(5)又は(6)の通知を受けたときは，株主

名簿に，当該通知に従って，商法第２２３条第１項各号に掲げる事項又は

質権者の氏名若しくは名称及び住所を記載しなければならないものとする。

この場合において，(1)のアからエまでに掲げる場合のいずれかに該当す

るときは，当該アからエまでに定める日に名義書換がされたものとみなす

ものとする。

９ 単独株主権・少数株主権の行使方法

(1) 株式振替制度利用会社における単独株主権・少数株主権の行使に係る継

続保有期間，保有株式数等については，商法第２０６条第１項の規定を適
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用せず，(2)の通知の内容により判断するものとする。

，(2) 振替機関は，振替口座簿に記載された株主から申出があった場合には

当該株主の有する振替株式について，当該振替株式の種類及び数，その数

の増加又は減少の記載がされているときは増加又は減少の別，その数及び

当該記載がされた日その他命令で定める事項を株式振替制度利用会社に対

して通知しなければならないものとする。この場合において，８(2)の申

出があった株式については，８(2)の他の者をその振替口座簿に記載され

た株主とみなすものとする。

(3) 株主は，振替機関が(2)の通知をした後命令で定める期間内でなければ，

単独株主権・少数株主権を行使することができないものとする。

１０ 振替口座簿に記載された情報の提供請求権

(1) 加入者は，その直近上位機関に対し，命令で定めるところにより，費用

を支払って，当該直近上位機関が備える振替口座簿に記載された情報の提

供を請求することができるものとする。

(2) 株式振替制度利用会社は，その発行した株式について，振替機関等に対

し，命令で定めるところにより，費用を支払って，当該振替機関等が備え

る振替口座簿に記載された情報であって，当該会社がその提供を受ける正

当な理由を有するものとして命令で定めるものの提供を請求することがで

きるものとする。

１１ その他

その他株式の振替制度の創設について，所要の規定を整備するものとする。

第３ 保振制度利用会社の株式振替制度利用会社への一斉移行

１ 株券等の保管及び振替に関する法律（以下「保振法」という ）第２条第２。

項に規定する保管振替機関において取り扱われている株券を発行している会

社（以下「保振制度利用会社」という ）は，この要綱に基づく改正商法の施。

行後５年以内の政令で定める日（以下 「一斉移行日」という ）において，， 。

株券を発行しない旨の定めをする定款の変更の決議をし，かつ，第２の１

(2)に規定する株式振替制度利用会社になったものとみなすものとする。

(注) 一斉移行日における保振制度利用会社は，すべて一斉移行日に株式の振替制度
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に移行することになるところ，その場合においては，株主及び質権者に負担をか

けることなく，また，株券を回収せずに，かつ，第１の１(2)及び第２の３(2)か

ら(5)までの移行手続によらずに株式の振替制度に移行することを実現するために

所要の経過措置を設けるものとする。なお，一斉移行日の後は，保振制度の参加

者及び顧客は，預託株券の返還を請求することができないものとする。

２ 保振制度利用会社は，一斉移行日までの間は，株券を発行しない旨の定め

をする定款の変更をすることができないものとする。

第４ 新株引受権，新株予約権及び新株予約権付社債の証券不発行制度

１ 商法の改正関係

(1) 株券廃止会社は，新株予約権証券を発行することができないものとする。

(2) 株券を発行しない旨の定めをする定款の変更の効力は，既発行の新株予

約権証券には及ばないものとする。

(3) 株券廃止会社における新株予約権原簿には，新株予約権者の氏名及び住

所，その有する新株予約権の数並びにその取得年月日を記載するものとす

る。

(4) 第１の２(1),(2),(3)のア及びイ並びに(4)は，株券廃止会社における新

株予約権及び新株予約権原簿について準用するものとする。

２ 新株予約権等の振替制度関係

(1) 新株予約権

株式振替制度利用会社は，新株予約権の発行決議において，当該新株予

約権について振替制度を利用するかどうかを定めなければならないものと

する。

(2) 新株引受権・新株予約権付社債

株式振替制度利用会社は，新株発行又は新株予約権付社債の発行の決議

においては，新株引受権又は新株予約権付社債について振替制度を利用す

ることを定めることができるものとするとともに，この定めをした場合に

は，新株引受権証書又は債券を発行することができないものとする。

（注）この要綱に基づく改正法の施行日において発行済の新株予約権付社債につい

ては，社振法附則第１０条から第１８条まで（振替社債の特例）と同様の経過
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措置を設け，社債権者の申出によりペーパレス化して振替制度を利用する新株

。予約権付社債として取り扱うことができる制度を整備するものとする

３ その他

その他新株引受権，新株予約権及び新株予約権付社債の振替制度等につ

いて，株式の振替制度に準じて所要の規定を整備するものとする。


